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１ はじめに 

富士吉田市教育委員会においては、教育長の判断による教育委員への迅速な情報提

供や会議の招集・審議を行っているところであり、本市教育委員会のさらなる効率的

な運営を図り、開かれた教育行政の推進と教育関係者の資質向上に努めています。 

また、本市教育委員会においては、教育委員会定例会議をはじめ、学校訪問の実施、

教育施設の視察等、活発な意見交換を通じて、きめ細かな地方教育行政を推進してお

ります。 

この報告書は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第 26 条の規定に基づ

き、教育委員会が実施している事務事業に関する点検・評価を行ったことにより、そ

の評価結果及び教育委員会の活動等を取りまとめたものであります。 

 

 

 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

第 26 条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により

教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項の規定

により事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状

況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議

会に提出するとともに公表しなければならない。 
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２ 点検・評価の実施について 

（１）点検・評価の対象 

   点検・評価の対象は、本市教育の総合的な指針である「第６次富士吉田市総合

計画」に基づく具体的な推進施策として実施している教育委員会の全事務事業を

対象としました。 

○対象事業一覧 

No 事業名 担当課 

１ 富士吉田市外１市２町４村１組合充て指導主事共同設置事業 

学校教育課 

２ 小中学校学習指導等充実事業 
３ 小中学校教育振興事業 
４ 小中学校特色ある学校づくり事業 
５ 小中学校校外活動等支援事業 
６ 学力向上プログラム推進事業 
７ 特別支援スタッフ事業 
８ 富士吉田市外２町４村１組合ことばの教室共同設置事業 
９ 小中学校情報教育推進事業 
10 総合教育支援事業 
11 小中学校校舎等維持管理事業 
12 小中学校管理事業 
13 就学時健康診断事業 
14 児童生徒健康管理事業 
15 児童生徒就学援助・奨励事業 
16 教育委員会管理事業 
17 学校給食センター運営事業 学校給食センター 

18 青少年センター管理運営事業 

生涯学習課 

19 青少年教育事業 
20 放課後子ども教室推進事業 
21 市民会館管理運営事業 
22 社会教育推進事業 
23 生涯学習講座事業 
24 芸術文化振興事業 
25 スポーツ振興事業 
26 市民体育施設管理事業 
27 公立学校体育施設一般開放事業 
28 スポーツ推進委員事業 
29 図書館管理運営事業 

図書館 
30 子供読書推進事業 
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No 事業名 担当課 

31 文化財保護対策事業 

歴史文化課 
32 博物館管理運営事業 

33 御師外川家住宅等整備活用事業 

34 博物館学芸事業 

35 富士山教育研究実践事業 

教育研修所 36 外国語指導委託事業 

37 教育研修所事業 

 

 

（２）点検・評価の方法 

各担当課で所管する事業について、令和４年度の実績・成果・課題及び令和５年

度における実施内容と今後の展望等により、今後の事業の進め方における内部評価

を行い、管理本部とのヒアリングの後、担当評価を決定しました。 

最終評価の実施にあたって、担当課は最終評価者である教育長及び教育委員に対

し、令和４年度の実績・成果・課題、令和５年度事業実施内容、今後の展望、並び

に担当評価に至るまでの意見を具体的に説明し、教育長及び教育委員による審議の

後、最終評価の判定を行っていただきました。 

評価については、事業ごとに、次の７段階（ＡＡ・Ａ・Ｂ１・Ｂ２・Ｃ・Ｄ・Ｅ）

での評価を行いました。 

 

【事務事業評価における「コスト投入」の方向性、「成果」の方向性の基本的組み合わせ表】 

成 果 の

方向性 

拡大・拡充 － － Ｂ1 ＡＡ 

継続・維持 － Ｂ２ Ａ － 

縮小・統廃合 － Ｃ － － 

休止・廃止 Ｄ － － － 

経常事業 Ｅ 

 

皆減 縮小 維持 拡大 

コスト投入（一般財源）の方向性 
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（３）評価結果 

  全 37 事業における最終評価は、コスト・事業成果ともに拡大していくＡＡ評価

が３事業、コスト・事業成果ともに現状を維持・継続していくＡ評価が 24 事業、

コストは現状を維持しつつ事業成果を拡大とするＢ１評価が３事業、経常・義務的

な事業であるＥ評価が４事業、休止・廃止であるＤが３事業という評価結果となり

ました。 

コスト面、事業成果とも拡大評価（ＡＡ）を受けた事業については、今後、コス

トを投入し、事業の効果的・有効的な展開を図る必要があると判断されたものであ

ります。その他の事業については、現在のコストを維持しながらも、事業に一定の

成果が見られ、良好に推移していることが見受けられるとの判断を受けました。 

また、点検評価審議の際には、専門教科やＧＩＧＡスクール構想等教育環境の変

化への対応、教育施設の管理運営の在り方、物価上昇に伴う適切な対応、本市教育

文化の伝承等費用対効果や長期的な視点での事業継続についてなど、様々な意見や

提案があったところであります。 

 教育をめぐる課題は、年々複雑かつ多様化しており、市民の信頼に応える教育行

政を実現するためには、創意工夫を凝らした様々な取り組みを安全性、コスト面を

考えながら、積極的に展開していく必要があります。 

 富士吉田市教育委員会といたしましては、点検・評価の際にいただいた、ご意見

やご提言を今後の事務事業に反映させ、子どもたちの生きる力を育む教育の推進と、

市民の皆様の誰もが生涯にわたり心豊かに学び続けることができる環境づくりが

できるよう責任ある教育行政の推進に努めて参ります。 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

（４）各事業の評価 

第２章心豊かな人を育む『教育・文化・スポーツ』の充実 

第２節 学校教育 （１）教育内容の充実 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

富士吉田市外１市２町４村

１組合充て指導主事共同設

置事業 

担当課：学校教育課 

●事業内容等 

南都留地区の本市外１市

２町４村１組合の教育委員

会による共同設置事業とし

て、富士･東部教育事務所内

に充て指導主事２名を配置

し、学校における学習指導、

その他学校教育に関する専

門的事項の指導を行う事業

である。 

 

＊根拠法令 

地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第 18 条 

 

 

 

 

 

●実績･成果 

富士・東部教育事務所内

に配置している２名の充て

指導主事が、先進地や県内

の研修に参加し、知識習得、

スキルアップを図った。令

和４年度はコロナが落ち着

いたため、県外への研修に

も参加することができた。 

その成果を共同実施構成

市町村の小中学校の教諭へ

の指導に還元することによ

り、県教育委員会及び教育

事務所と構成市町村教育委

員会及び小中学校との橋渡

し役として、情報共有や専

門的指導をスムーズに行え

るよう、適正に事務を進め

ることができた。 

 小中学校での校内研究で

は、積極的に意見を交換し、

充て指導主事がアドバイス

を行う等より良い教育につ

いて研究をすることができ

た。 

 

 

 

 

●実施内容 

引き続き、富士・東部教

育事務所内に２名の充て指

導主事を配置。県内外で開

催される研修会等に参加

し、構成市町村の各小中学

校校内研究等でノウハウや

情報を還元する。 

 

⬤今後の展望等 

 小学校高学年における教

科担任制やＩＣＴ関係の知

識向上等、より専門的で質

の高い教育を求められるよ

うになってきている。 

 そのため、教員は新たな

分野の指導力を身に着けて

いく必要があるが、各校に

在籍する教員が個々に研究

や研修を行うことが難しい

中、充て指導主事が先進地

視察研修等でノウハウを習

得し、管内小中学校に還元

できるよう適正に事務を執

行していく。 

 

Ｅ 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

小中学校学習指導等充実事

業 

担当課：学校教育課 

●事業内容等 

児童生徒の学力向上に資

するため、教師用の教科

書・指導図書の購入や学校

支援学生ボランティアの派

遣などを行う。 

 

 

 

 

●実績･成果 

電子黒板の活用を図るた

め、指導者用デジタル教科

書（小学校４教科・中学校

５教科）を昨年に引き続き

導入した。 

市内小中学校の水泳授業

について、一部小学校で民

間施設の活用を試験的に行

った。民間委託により児童

の泳力向上や教員の負担軽

減等の効果があった。 

令和５年度以降の委託の

可否を検討した結果、小学

校は民間施設へ委託し、中

学校の授業は座学のみとす

る結論に至った。 

学生ボランティアについ

ては、要請のある学校に対

し派遣を行い、学習指導等

教育活動の充実を図った。 

 

【令和４年度】 

学生ボランティア派遣数 

下一小   １名 12 回 

下二小   ２名 47 回 

下吉田東小 ３名 40 回 

吉田小   １名 17 回 

富士小   ２名 16 回 

 

 

 

 

 

●実施内容 

令和５年度より小学校の

水泳授業の民間活用の予算

については「小中学校校外

活動等支援事業」へ、学生

ボランティアの予算につい

ては「教育委員会管理事業」

へ、指導者用デジタル教科

書の予算については「小中

学校情報教育推進事業」へ

移行したため、「小中学校学

習指導等充実事業」につい

ては廃止となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

小中学校教育振興事業 

担当課：学校教育課 

●事業内容等 

 学習指導要領に沿った教

育を円滑に推進するため、

授業や学校行事に使用する

消耗品や各種学習教材を購

入する。また、授業や学校

行事に使用するための各種

備品を購入する。 

 

 

 

 

 

 

小中学校特色ある学校づく

り事業 

担当課：学校教育課 

●事業内容等 

 各小中学校において独自

の学習活動を行い、特色あ

る学校づくりの推進を行

う。 

 

 

●実績･成果 

各学校において、授業や

学校行事で使用する用紙や

文具、教材等の消耗品、夏

休み・冬休みの友などを購

入した。 

また、授業や運動会など

の学校行事に使用する、理

科備品、音響機器、楽器類

など教育備品の更新・整備

を行った。 

 

 

 

 

 

 

●実績・成果 

 新型コロナウイルスの影

響により、活動に制約を受

けたが、外部講師を招いた

授業の実施、金管バンドの

大会や富士山学習など、各

学校で感染防止に努めなが

ら、可能な限り各校の特色

ある学校づくり活動を実施

した。 

 

 

 

 

 

 

 

●実施内容 

各学校の授業、学校行事

等に係る物品等の整備を行

い、学校教育の円滑な運営

を図る。 

 

●今後の展望 

 計画的な教育備品の更

新・整備に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●実施内容 

 各小中学校においてそれ

ぞれ工夫を加え、独自性の

ある教育目標を設定し、よ

り特色を活かした学校づく

りを推進する。 

 

●今後の展望等 

 各校の地域特性や地域の

伝統などを活かし、特色あ

る学校づくりを行うととも

に、その内容についての周

知を図る。 

 

 

Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

小中学校校外活動等支援事

業 

担当課：学校教育課 

●事業内容等 

児童生徒の健やかな心と

からだを育てるため、学校

での授業のみならず校外で

の活動を支援する事業であ

る。 

主なものとしては、校外

行事におけるバス等の借上

げ（交通安全教室、郷土学

習、林間学校等）や各種部

活動等のコンクールまたは

全国大会、関東大会等の参

加に対する補助金交付を行

う。 

 

 

 

 

 

 

●実績・成果 

 林間学校・宿泊学習等の

学校行事に係るバスの借り

上げや、各種全国大会、関

東大会等への参加に対する

補助を行い、校外行事を円

滑に実施することができ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●実施内容 

 校外活動に対するバスの

借り上げ、大会参加に対す

る支援を行う。 

今年度から、民間施設を

活用した小学校の水泳授業

に関わる予算をこの事業に

移し、実施。 

 

●今後の展望等 

 郷土学習や林間学校の校

外学習や各種大会への参加

など様々な体験を通じて、

自分自身で考えて行動する

といった人間力形成や情操

教育を養い、豊かな学校生

活を送ることができるよ

う、支援する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

学力向上プログラム推進事

業 

担当課：学校教育課 

●事業内容等 

 児童生徒の学習意欲の向

上と家庭学習の定着に向け

た取組みを推進することに

より、基礎学力の定着とそ

の向上を図る事業である。 

 

＊補助金 

県補助 ２/３以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●実績･成果 

 小学４年及び中学１・３

年生に標準学力検査を実施

し、その結果により児童生

徒の苦手科目克服のための

対応を行い、児童生徒の学

力向上に繋げることができ

た。 

 また、学校及び家庭で利

用することができるオンラ

イン教材等の利用契約を行

い補助教材の充実を図っ

た。 

 学力向上支援スタッフに

ついては、引き続き小学校

に 11 名、中学校に 10 名配

置。基礎学力・基本的な学

習内容の定着、学習意欲の

向上や表現力の向上に向け

た取組みを通して、児童生

徒の学力向上に繋げること

ができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●実施内容 

 令和５年度より小中学校

での標準学力検査や教達検

については、教育研修所に

移管。 

また、オンライン教材ｅ

ライブラリーについては、

学校教育課の「小中学校情

報教育推進事業」の予算と

なった。このため、「学力向

上プログラム事業」は廃止

となった。 

 学力向上支援スタッフに

ついては、引き続き小学校

に９名、中学校に 10 名配

置。児童生徒の学力向上に

繋げるよう指導を行ってい

る。人件費関係予算につい

ては、総務課予算となって

いる。 

 

 

 

 

 

Ｄ 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

富士山教育研究実践事業 

担当課：教育研修所 

●事業内容等 

富士山学習研究会を中心

として、市内全小中学校に

おける富士山学習（富士山

を知る学習・地域を知る学

習・交流活動）の充実を図

ることを目的とする。 

市内小中学校で行われる

授業実践や体験的活動、キ

ャリア教育（社会的・職業

的自立のための教育）等の

充実を図る事業である。 

 

 

 

●実績・成果 

 地域教材の掘り起こしと

授業づくりを目的として、

吉田小と吉田西小地区にお

いて視察研修を実施した。 

また、昨年度研修を実施

した下二小および下一小地

区の研修内容を市内教職員

と児童生徒に還流するた

め、下二小において公開授

業を実施した。富士山学習

講師派遣事業やふじさんミ

ュージアム視察研修、市内

イントラネットの積極的活

用等により、富士山学習の

充実に取り組んだ。 

 新型コロナウイルス感染

症予防対策を講じながら、

夏休み中児童生徒学習支援

「富士子屋」を実施した。 

生徒の社会的・職業的自

立を目的とし、「職場体験学

習」「ふるさと発見ワークシ

ョップ」を実施した。 

 また、「わたしたちの富士

吉田市・富士山作品コンク

ール」「富士山学習成果発表

会」を実施し、児童・生徒

の富士山学習に対する啓蒙

を図った。 

 

 

 

 

●実施内容 

富士山学習講師派遣事業

やふじさんミュージアム視

察研修、富士山学習成果発

表会の開催等により、富士

山学習の充実に取り組む。 

地域教材の掘り起こしと

授業づくりを目的とした市

内７つの小学校区の視察が

一巡したため、今年度は静

岡方面を視察研修し、さら

に富士山への理解を深め、

教職員と児童生徒への還流

を行う。昨年度実施した吉

田小地区および吉田西小地

区の視察研修の内容を元に

公開授業を実施する。 

中学２年生を対象とした

「職場体験学習」を各事業

所において実施する。また、

中学３年生を対象とした

「ふるさと発見ワークショ

ップ」を実施する。 

新型コロナウイルス感染

症予防対策を講じ学習支援

「富士子屋」を実施する。 

第７回「わたしたちの富士

吉田市・富士山作品コンク

ール」では、市内児童生徒

連絡協議会との連携によ

り、児童・生徒の富士山学

習に対する啓蒙を図る。 

 

Ａ 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国語指導委託事業 

担当課：教育研修所 

●事業内容等 

市内小中学校 11 校への

外国語指導講師（ＡＬＴ）

派遣を業務委託し、外国語

教育の充実と国際理解教育

の推進を図る事業である。 

●課題等 

 アフターコロナの中で、

感染症対策を講じながら、

職場体験学習、ふるさと発

見ワークショップ、富士子

屋等の事業を、関係各機関

や企業、学習支援者との連

携を図りながら実施してい

く。 

 

 

 

 

 

 

●実績・成果 

 市内 11校にＡＬＴを継

続して配置した。授業を中

心として、教育活動全般に

わたりネイティブスピーカ

ーであるＡＬＴを有効に活

用することで、児童・生徒

の異文化理解やコミュニケ

ーション力の向上につなが

った。 

ＡＬＴリーダーが巡回指

導を行い、他のＡＬＴの指

導力の向上を図った。また、

学校規模に応じてＡＬＴを

配置し、小中学校の外国語

教育のスムーズな接続のた

め、中学校のティームティ

ーチングの時数を週２時間

確保することができた。 

●今後の展望等 

 新型コロナ感染症が落ち

着いている状況にあるが、

万全の対策を講じながら各

事業を実施する。「職場体験

学習」「ふるさと発見ワーク

ショップ」においては、私

学も含め市内５中学での実

施となるため、丁寧な企

画・運営の支援を行う。 

 

 

 

 

 

●実施内容 

 市内 11校にＡＬＴを継

続して配置する。新学習指

導要領の確実な実施に向け

て小学校外国語活動、外国

語科の授業の質の向上、小

中学校の外国語科の授業の

スムーズな接続、中学校英

語のティームティーチング

時間の増加に対応できるよ

うにする。授業を中心とし、

教育活動全般にわたりネイ

ティブスピーカーであるＡ

ＬＴを有効に活用すること

で、児童・生徒の異文化理

解やコミュニケーション力

の育成につなげる。 

 ＡＬＴの指導力向上のた

めに、ＡＬＴリーダーを配 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

 ＡＬＴミーティングや外

国語教育研究会を実施し、

児童生徒の学びのつながり

を意図した授業のあり方を

研究した。 

 

●課題等 

 ＡＬＴの授業力の向上、

さらには指導力の均一化

等、ＡＬＴの積極的かつ柔

軟な活用により、国際理解

教育を教育活動の全般にわ

たり進められるようにす

る。 

 

置し、研修所指導主事と共

に市内各校を巡回し、授業

観察や指導を行う。ＡＬＴ

ミーティングを実施し、授

業実践の情報交換を行う。 

また、ＡＬＴ同士の授業

参観を実施し、親和性を深

め協働意識を高めること

で、日々の授業に反映させ

ることを目指す。 

 

●今後の展望等 

 派遣業者との連絡を密に

取り、質の高いＡＬＴを安

定的に継続的に配置できる

ように努める。ＡＬＴの授

業力の向上のための取組を

積極的に実施していく。 

小学校外国語授業の質の

向上や小学生の英語でのコ

ミュニケーション能力の育

成、また小学校教員の負担

軽減を目指し、学校現場へ

の小学校英語指導者等の導

入を検討していく。 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

特別支援スタッフ事業 

担当課：学校教育課 

●事業内容等 

 特別な支援を必要とする

児童生徒に対し、公認心理

師等による相談、検査、助

言により、適正な支援を行

う事業である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富士吉田市外２町４村１組

合ことばの教室共同設置事業 

担当課：学校教育課 

●事業内容等 

南都留地区の本市外２町

４村１組合の教育委員会が

共同設置事業として、下吉

田第二小学校に「ことばの

教室」を設置し、言語や発

達に課題をもつ幼児・児

童・生徒に対し、適切な言

語教育等を行うため、専門 

 

 

●実績･成果 

 支援を要する就学前の園

児や児童生徒について、公

認心理師等による相談や検

査、専門的な視点からの助

言に基づき、より適正な支

援を行った。 

また、各校を訪問し、特

別な支援を要する児童生徒

の特性や特別支援教育支援

員等の状況を把握した。そ

の結果、特別支援教育支援

員を小学校に 24名、中学校

に９名配置し、個々の特性

や多様性に応じたきめ細か

な支援を行うことができ

た。 

 

 

 

 

 

 

●実績･成果 

設置校である下吉田第二

小学校のことばの教室の教

諭７名により、南都留地区

の学校に通う児童生徒の言

語発達等の通級指導を実施

した。 

 障害の種類も言語だけで

なく、情緒障害、ＬＤ（学 

 

 

●実施内容 

 この事業については、令

和５年度より、学校教育課

「総合教育支援事業」に統

合されたため、「特別支援ス

タッフ事業」については廃

止となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●実施内容 

 本年度も教員を６名配置

し、児童生徒の個々に応じ

た指導目標を設定し、適切

で専門的な指導を行ってい

る。 

また、障害に不安を抱え

た子どもや保護者に対する

心のケアに対応するため、 

 

Ｄ 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

教員による支援を行う事業

である。 

 

＊根拠法令 

学校教育法施行規則第 140

条第 1号に規定する者 

 

 

 

 

 

 

 

習障害）、ＡＤＨＤ（注意欠

陥多動性障害）等多様化し

てきているが、在級するそ

れぞれの子どもたちそれぞ

れの特性や能力に合わせ、

きめ細やかな個別の指導を

行うことができた。 

 

【年齢別】 

幼児  21 名 

児童 104 名 

生徒  ６名  

計  131 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各関係機関との連携を図り

ながら、適切な指導や相談

に応じている。 

 

【年齢別】 

幼児 24 名 

児童 81 名 

生徒 ５名  

 計  101 名 

 

⬤今後の展望等 

相談件数も年々増加の傾

向にあり、対応する教員の

スキルアップが必要である

ため、研修への参加を推進

していく。 

また、児童生徒の状況が

多様化してきていることか

ら、ことばの教室の運営や

設置、名称等について、教

員や共同設置している各市

町村と検討して行く必要が

ある。 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

小中学校情報教育推進事業 
担当課：学校教育課 

●事業内容等 
学校現場では児童生徒や

保護者などの個人情報を保

管している。情報セキュリ

ティの技術的強化及び教職

員への研修により、個人情

報の流出等のセキュリティ

事故の防止を図る。 
文部科学省のＧＩＧＡス

クール構想により整備した

１人１台タブレットパソコ

ンの活用を図り、ＩＣＴ教

育の推進と、校務多忙化の

解消を目指す。 

 

 

●実績・成果 
学校内での学習用端末活

用促進のため、アクセスポ

イント未設置教室へ追加設

置を行った。放送室(オンラ

イン配信)や相談室(不登校

や進路相談)など） 
 タブレットＰＣで使用す

るデジタル教材及びデジタ

ル教材の活用方法等を指導

するＩＣＴ支援員を継続し

て導入し、ＩＣＴ教育の推

進を図った。 
 教職員への情報セキュリ

ティ研修を実施し、教職員

の情報セキュリティ意識向

上を図った。 
 
●課題等 
 今後、学習者用デジタル

教科書の導入教科数が増え

た際に、全校児童生徒が一

斉に使用することが想定さ

れるため、既存の通信環境

で遅延なく接続可能か検証

が必要となってくる。 
 
 
 
 

 

 

 

●実施内容 
文部科学省で実施してい

る学習者用デジタル教科書

実証事業において、算数・

数学が導入されていない４

校に市負担でデジタル教科

書を導入する。 
普通教室及び特別支援教

室に導入した電子黒板を特

別教室にも導入を行う。 
 

●今後の展望等 
 学校での情報資産管理の

方法等を把握し、機微情報

の管理徹底を図る。 

 

ＡＡ 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

第２節 学校教育（２）教育体制の充実 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

総合教育支援事業 

担当課：学校教育課 

●事業内容等 

市内小中学校に在籍する

児童生徒が抱える様々な問

題に対応するため、総合教

育支援員による効果的な支

援を行うと同時に、児童生

徒の個々の意欲や満足感等

の状況を把握することで、

不登校やいじめ等の未然防

止を図る事業である。 

 

 

 

●実績･成果 

 総合教育支援員を５名任

用。学校や関係機関と連携

し、教育相談や適応指導等

の支援を行った。 

不登校やいじめなどの背

景に家庭での虐待や貧困が

絡むケースが多いことか

ら、スクールソーシャルワ

ーカーに委託。社会福祉的

な観点から支援を行い、不

登校児の学校復帰支援やい

じめの未然防止に取り組ん

だ。 

また、児童生徒の個々の

意欲や満足感等の状況把握

のためにハイパーＱＵ検査

を実施。各学校ではその結

果を活用することで、学級

集団づくりや不登校などの

早期発見に繋げることがで

きた。 

 

 

●実施内容 

 昨年度に引き続き、総合

教育支援員５名を配置。ま

た、スクールソーシャルワ

ーカー（１名）や公認心理

師（数名）なども委託、派

遣により配置。定期的な学

校訪問や支援室の開設等問

題を抱えている児童生徒の

早期発見に努めている。 

学校や関係機関と連携を

図りながら、問題を抱える

児童生徒やその保護者に寄

り添った教育相談や適応指

導を行っている。 

令和５年度より特別支援

教育支援員の予算について

当事業に移行し、支援員を

増員。小学校に 27 名、中学

校に９名配置、個々の特性

や多様性に応じたきめ細か

な支援を行っている。 

ハイパーＱＵ検査予算に

ついては、「教育研修所事

業」へ移行した。 

 

⬤今後の展望等 

問題を抱える児童生徒に

ついては、ＬＧＢＴ、ヤン

グケアラー等多様化してき 

 

Ｂ１ 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育研修所事業 

担当課：教育研修所 

●事業内容等 

 本市の教育の振興及び児

童生徒の健全な育成を目的

として、教職員研修、教育

に関する調査・研究、教育

相談、外国人子女等指導協

力者や私傷病休暇等代替職

員の派遣を行うとともに、

教職員の業務の軽減を図る

事業である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●実績・成果 

教職員校務支援システム

（あいシステム）において

メールのグループ機能やア

ンケート機能の追加、旅費

や休暇申請の更なる機能の

追加など、利便性を高める

ために現場の声を委託業者

に届け、教職員の業務削減

に努めた。併せて教職員用

パソコン等の整備を計画的

に進めた。 

 「評価の方法」「外国語科

の小中学校の接続」「不登校 

ており、要因も本人や学校

だけでなく、友人や家庭等

さまざまな部分の影響によ

ることが考えられる。 

それらにも適切に支援が

できるよう支援員のスキル

アップを図っていく。 

 支援室を利用する子ども

たちも多様化しており、支

援室の広さや仕様を検討し

ながら、より適切なスペー

ス等の確保が課題である。 

 

 

 

 

 

 

 

●実施内容 

今日的な教育課題への対

応のため、防災教育研修

会・若手教員資質向上研修

会・ＳＯＳの出し方に関す

る教育研修会など各種研修

会を実施し、教職員の資質

向上を図る。特に、ＧＩＧ

Ａスクール化に向けては、

教職員一人一人のＩＣＴ活

用技術の向上が求められて

おり、習熟度別などニーズ

に合わせての研修会を実施

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応」等、様々な教育課題

への対応について、研修所

研究員が中心となり研究を

深めた。特にＧＩＧＡスク

ールでは、一人一台タブレ

ットの効果的な活用につい

て実践と情報の共有に向け

取り組んだ。 

夏季休業中には、特別支

援教育研修会、Google 研修

会、若手教員資質向上研修

会、自殺予防教育研修会な

ど、教職員の資質向上およ

び今日的な教育課題解決を

目的とした研修会を実施し

た。 

 

●課題等 

 タブレットを活用した授

業実践の実現を目指し、習

熟に合わせた研修や校内研

修等を系統的に展開してい

く。各小中学校において推

進役となる教職員が中心と

なり、タブレットを活用で

きる教職員を広げていくこ

とが課題となる。 

 

 

 

 

 

研修所の各研究会におい

ては、「地域に開かれた教育

課程作り」「タブレット・デ

ジタル教科書の活用」「不登

校対応」などの研究を進め、

その成果を学校現場に広く

還流していく。 

また、幼保小や小中高等

の連携会議を計画的に運営

し、子供たちの学びの道筋

において緩やかな接続が図

られるように取り組む。 

 

●今後の展望等 

 学習者用デジタル教科書

の効果的な活用とＩＣＴを

取り入れた授業改善に取り

組めるよう、情報を積極的

に収集し発信する。 

 学校現場のニーズに応

え、教職員の資質向上や業

務改善・働き方改革を目指

した研修会を企画・運営し

ていく。 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

第２節 学校教育 （３）学校施設の充実 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

小中学校校舎等維持管理事

業 
担当課：学校教育課 

●事業内容等 
小中学校の維持管理を行

い、健全経営を図っていく。

また、児童・生徒や教職員

が安心して快適に過ごせる

ような学習環境を確保す

る。 

 

 

 

●実績・成果 
 吉田小学校職員室棟長寿

命化予防改修、明見小学校

の擁壁改修工事及び受変電

設備改修工事、並びに下吉

田第二小学校の受水槽改修

工事を行った。 
明見小学校の受水槽改修

工事の設計業務委託、明見

中学校長寿命化改修に向け

た実施設計業務委託並びに

下吉田中学校屋内運動場長

寿命化改修工事基本設計業

務委託などを行った。 
修繕については、緊急

性・安全性・必要性を踏ま

え、学校運営に支障をきた

さぬよう対応した。 
 働き方改革の一環とし

て、学校職員の出退勤管理

システムを導入した。 
 

●課題等 
各校共通の課題として、

校舎等の老朽化に伴い、大

規模な改修工事や修繕が必

要となってきている。 
今後、令和 15 年から令和

34 年の 20 年間に学校施設 

 

 

 

●実施内容 

令和６年度に向け、富士

小学校受水槽改修設計業務

と下吉田中学校屋内運動場

長寿命化改修工事に向けた

実施設計業務、並びに明見

中学校プール解体設計業務

を委託する。 

明見中学校の長寿命化改

修工事や下吉田第二小学校

の屋内運動場照明ＬＥＤ化

改修及び防災機能強化改修

工事を行うことで、長寿命

化・機能性強化を図る。 

明見小学校受水槽改修工

事を行うことで施設の維持

管理に努める。 

 

●今後の展望等 

各小学校の屋内運動場照

明ＬＥＤ化改修及び防災機

能強化改修工事を行うこと

で、機能性強化を図る。 

市内小中学校の施設老朽化

に対し、令和２年３月に策

定した長寿命化計画や社会

経済情勢を踏まえ、計画的

に更新できるよう努める。 

 

 

Ａ 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の集中的な建て替えが必要

となる。学校施設は市の施

設の中で最も多くの割合を

占めており、財政的負担が

集中することが考えられ

る。策定した長寿命化計画

に基づき、施設の効果的・

効率的な改修・修繕を行う

とともに、維持管理費用や

施設の更新の平準化を図っ

て行く必要がある。 
また、山梨県の施策とし

ての 25 人学級の推進や特

別支援学級数の増により、

教室数の不足や学校給食セ

ンターにおける物品の維持

管理・運営等の問題等が想

定されるため、動向を注視

する必要がある。 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

小中学校管理事業 
担当課：学校教育課 

●事業内容等 
学校の安全管理や設備・

備品等を維持していくた

め、物品や備品等の管理、

購入を行い、円滑な学校運

営を図る。 
 

 
 
●実績・成果 
 学校施設の適切な運営の

ために必要な消耗品や備品

の整備、学校施設・備品の

軽微な修繕等を実施した。 
また、新型コロナウイル

ス感染症及びその他の感染

症の感染防止のための消耗

品を購入し、学校内の感染

リスクの軽減に努めた。 

 

 

●実施内容 

 各小中学校と連携し、学

校施設の適切な維持管理や

安全管理とともに、児童生

徒の健全育成や安心安全な

学びの場となるように努め

ている。 

 

●今後の展望等 

学校と連携し、適切な学

校施設の運営を図ってい

く。 

また、新型コロナウイル

スの流行の推移を見なが

ら、学校施設内の感染防止

対策など必要な措置を継続

する。 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

第２節 学校教育 （４）健全安全教育の充実・推進 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

就学時健康診断事業 

担当課：学校教育課 

●事業内容等 

本市に住所を有する、来

年度小学校に就学する予定

者に対し、健康診断を行う

ことにより、心身の疾病や

異常の疑いがある者をスク

リーニングし、保健上必要

な助言を行い就学支援等に

結びつける。 

 

＊根拠法令 

学校保健安全法第 11 条 

 

 

 

●実績･成果 

市民会館を健診会場と

し、３日間の日程で集合健

診を実施した。令和４年度

は 330 名が対象。 

問診票の回答や知能検

査・健診当日の子どもの様

子からだけではなく、市内

保育園・幼稚園や健康推進

室の地域保健師・子育て支

援課の保育園巡回看護師・

福祉課の保健師等からの情

報を活用し、就学に向けた

教育相談に繋げることで、

きめ細かな就学支援を行う

ことができた。 

 新型コロナウイルス感染

症対策として、３階フロア

ーに加えリハーサル室やふ

じさんホールを借用し、対

応する職員の増員や、検査

室や順路などの動線の調整

を行うことで会場内の混雑

の回避を図った。 

 

 

 

●実施内容  

【令和５年度健診日】 

10 月 24 日（火） 

 10 月 25 日（水） 

 10 月 26 日（木） 

会場：市民会館３階・ 

   ふじさんホール 

【予備日】 

 10 月 31 日 吉田小 

 

 新型コロナウイルスの状

況を踏まえ、感染症対策を

徹底して実施する。 

 

●今後の展望等 

 会場運営にあたり、受付

時間を学校ごとに調整し、

全体の流れがスムーズにな

るよう誘導スタッフを多く

配置する。 

感染症対策として、オー

トクレーブ済みの鼻鏡・耳

鏡・歯鏡・探針をレンタル

対応する。ディスポの遮眼

子や舌圧子を使用する。 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

児童生徒健康管理事業 

担当課：学校教育課 

●事業内容等 

学校保健安全法及び富士

吉田市小・中学校管理規則

に基づき、学校医・学校歯

科医・学校薬剤師を配置し、

児童生徒に対する各種健診

を実施するとともに、児童

生徒の健やかな育成及び健

康管理を図る事業である。 

 

＊根拠法令 

・学校保健安全法第 23条 

・富士吉田市小・中学校 

管理規則第５条 

 

 

 

 

●実績･成果 

 富士吉田医師会、山梨県

歯科医師会、富士吉田市学

校薬剤師会に推薦依頼を行

い、推薦を受けた医師・眼

科医・歯科医師・薬剤師に

委嘱し、各小中学校におい

て学校保健安全法による健

康診断を実施し、疾病の予

防や適切な治療の指導等を

行った。 

 また、学校医等に専門的

な助言を受けることによ

り、児童生徒の健康管理や

感染症の拡大予防に努め

た。 

結核対策委員会におい

て、３名の要検討者につい

て精密検査の要否を検討

し、全員精密検査不要とい

う結論に至った。 

学校給食における食物ア

レルギー対応委員会を開催

し、学校給食にかかるアレ

ルギー対応について、検討

を行った。 
 

【令和４年度委嘱人数】 

（委嘱のべ人数） 

 学校医    59 名 

学校歯科医  16 名 

 学校薬剤師  11 名 

 

 

●実施内容 

医師会等の関係機関との

調整により、滞りなく学校

医の委嘱を行い、学校医の

配置体制を整えている。 

 法令に基づき各小中学校

の学年に応じた検査及び健

診を円滑に実施できるよ

う、関係機関や学校への働

きかけを行う。 

 食物アレルギー対応や結

核対策の委員会を行い、必

要な事項について検討を行

う。 

健康診断においては感染

症対策として、オートクレ

ーブ済みの鼻鏡・耳鏡・歯

鏡・探針をレンタル対応す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【令和５年度委嘱人数】 

（委嘱のべ人数） 

学校医    59 名 

学校歯科医  16 名 

 学校薬剤師  11 名 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

学校給食センター運営事業 

担当課：学校給食センター 

●事業内容等 

成長期の児童生徒及び幼

児に対し、栄養バランスの

とれた安心安全な給食を提

供し、健康の保持増進を図

る。また、地産地消を含め

た食育指導を通じ、食事に

関する正しい理解と望まし

い食習慣を身に着ける力を

養う。 

食物アレルギー疾患を持

つ児童生徒には、詳細な献

立表の対応や除去食の提供

を行う。 

 給食費無償化に伴い、児

童生徒の給食費に調整交付

金を充当する補助事業を行

う。 

災害時には、炊き出しの

拠点としても機能する施設

である。 

 

 

 

●実績･成果 

学校給食衛生管理基準に

則り、安心安全な給食を提

供することができた。 

引き続きコロナ禍ではあ

ったが、市内小中学校の給

食時間に管理栄養士・栄養

教諭が食育指導を行った。

献立食材や地場産物の紹

介、マナー、衛生や安全に

注意して配膳を行うことな

ど指導を実施した。 

また、感染症対策を行い

小学校１年生の施設見学の

受入、各校の給食試食会で

は、保護者に向けて講義を

実施した。 

献立では急激な食材価格

の高騰による影響はあった

ものの、調理方法や食材の

購入方法を工夫し、成長期

の児童生徒に必要な栄養価

を維持することができた。

また、富士吉田市産の米や

旬の野菜を積極的に取り入

れ、地産地消を推進した。 

その他、中学３年生のリ

クエスト給食や小学校家庭

科の授業に合わせた給食献

立の募集を実施した。児童

生徒の給食への関心を高め

るとともに、栄養バランス

を考え食卓を整える力を養

うことができた。 

 

 

●実施内容 

 令和４年度に引き続き、

衛生管理、施設管理を徹底

し、安心安全な給食を提供

している。 

学校訪問では、昨年度の

指導時の様子を踏まえ、訪

問人数や回数を検討し実施

している。訪問時には、児

童生徒や教員からも食育に

関する質問や声掛けがあ

り、食育指導が定着してき

ている。 

施設見学の受入では、今

年度は市内６校の受入を実

施したほか、７月にはコロ

ラドカレッジの学生の見学

を受け入れた。 

食材の物価高騰が収まら

ない状況ではあるが、引き

続き工夫し、必要な栄養価

を維持しつつ美味しい給食

を提供できるよう食材や調

理法を工夫し、取り組んで

いる。 

また、給食献立や使用し

ている食材紹介、施設見学

の受入の様子などを市の公

式Ⅹ（旧 Twitter）を利用

し日々情報発信を行ってい

る。 

食物アレルギー疾患を持 

 

Ａ 

- 24 -



 

（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

 

令和４年度は吉田高校の

富士山学研究に協力し、高

校生が考案した御師料理給

食を提供した。児童生徒が

富士北麓の食文化を知る良

い機会となった。 

食物アレルギー疾患を持

つ児童生徒に対しては、関

係機関と綿密な情報交換を

行い、安全に詳細な献立表

及び除去食にて対応を行っ

た。 

引き続き、市立小中学校

の給食費無償化を実施し

た。併せて食物アレルギー

等で弁当を持参している児

童生徒に対し補助金を交付

した。給食費無償化アンケ

ート結果からも保護者の経

済済的負担の軽減に繋がっ

ていることがわかった。 

年度末には、有事の際に

備えて電気・ガス供給を停

止し、炊き出し訓練を実施

した。 

 

●課題等 

施設建設から６年が経過

し、厨房設備や機械設備等

の故障頻度が高くなってお

り、緊急修繕の対応が増え

ている。また備品について

も入替時期に入ってきてお

り、長期計画で備品の整備

を行っていく必要がある。 

 食物アレルギー対応を必 

つ児童生徒に対しては、引

き続き事故がないよう、情

報共有し対応している。 

 今年度も夏野菜や果物な

ど生産者や業者と連携し、

利用可能な食材を積極的に

提供している。米について

は、地元生産者に給食用の

特別栽培米を生産してもら

い、今秋から給食に提供す

る予定である。また、給食

用特別栽培米を納品した生

産者に対し、補助金を交付

する予定である。 

 課題となっている給食残

渣については、昨年度２学

期から配缶方法をより適正

化できるように取り組んだ

結果、削減傾向にある。加

えて毎月の学校訪問で、学

校や学年に応じ、児童生徒

へ働きかけを行っていく。 

厨房設備について、経年

劣化による故障等が今年度

も頻発しているが、迅速に

対応し給食提供に影響なく

対応できている。日々の点

検はもちろん、長期休業中

に予定している各設備の保

守点検をしっかり実施し、

安心安全に業務が行えるよ

う取り組んでいく。 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

 要とする児童生徒が増加傾

向にあるため、比例して事

務量も増加傾向にある。 

 専門的な知識を必要とす

る事務であるが、常に事故

なく対応できるよう、課全

体として体制を整えていく

必要がある。 

●今後の展望等 

食材の価格高騰が引き続

いているが、必要な栄養価

を維持し、児童生徒が美味

しく楽しめる給食を提供で

きるよう取り組んでいく。 

学校訪問では、訪問する

学年に応じた指導教材や指

導方法を検討するとともに

ＩＣＴを活用した指導を検

討していく。 

食物アレルギー対応を必

要とする児童生徒が増加傾

向にある中、調理配缶課程

はもちろん、学校内でも事

故が起こらないよう最新の

情報をマニュアル化し、関

係機関で共通認識とできる

よう努めていく。 

給食費無償化については

事業継続ができるよう取り

組むとともに、多額の市費

が使われていること、市民

全体で学校給食費を負担し

ていることを、一層周知し

ていく。 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

第２節 学校教育 （５）義務教育環境の充実 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

児童生徒就学援助・奨励事

業 

担当課：学校教育課 

●事業内容等 
経済的な理由により就学

困難と認められる児童生徒

の保護者に対して必要な援

助を行う。 

また、特別支援学級に在

籍する児童生徒の保護者の

経済的負担を軽減するた

め、その負担能力の程度に

応じて必要な援助を行う。 

 
 
 
●実績・成果 

無償配布される教科書を

除く、他の学用品、修学旅

行費、校外学習費にかかる

費用の一部について援助を

行った。また、タブレット

端末の持ち帰り学習の際に

かかる通信費の一部を援助

対象とした。 
小学校及び中学校入学児

童生徒に対する入学準備金

及び荒井三千男新入学児童

生徒奨学金の支給を行い、

多くの対象児童生徒の保護

者の経済的負担の軽減を図

った。 
給食費無償化に伴い、市

外公立学校及び私立学校に

通学する児童生徒の保護者

へ補助を行い、給食費に係

る経済的負担の軽減を図っ

た。 
また、私立学校通学者に

対する補助金額が公立学校

通学者より少ないため、要

綱の見直しを行い、補助金

額の基準を同額とした。 
 
 

 
 
 
●実施内容 

 各世帯の状況に応じ必要

な援助を行い、保護者の負

担軽減を図る。 

給食費無償化に伴い、市

内在住で、市内公立小中学

校以外の小中学校等に通学

する児童生徒の保護者に対

し、給食費の補助を行う。 

 

●今後の展望等 

 荒井三千男氏からの寄付

を原資とする基金残高が底

をついた後の事業継続実施

の検討を要する。 

 

 

Ａ 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

  

【令和４年度支給額】 

要保護・準要保護 

小学校  5,224,372 円 

中学校  7,298,066 円 

荒井三千男奨学金 

小学校  3,500,000 円 

中学校  4,400,000 円 

特別支援就学援助 

小学校   436,303 円 

中学校   402,282 円 

 

市外の学校へ通学する児童

生徒の保護者への給食費の

援助 

 小学校  873,350 円 

 中学校 2,480,665 円 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

第３節 青少年 （１）青少年育成 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

青少年センター管理運営事

業 

担当課：生涯学習課 

●事業内容等 

施設管理 

 団体宿泊研修を通じて、規

律・協力・友愛及び奉仕の精

神を養い、心身ともに健全な

育成を図ることを目的とし

て設置された青少年センタ

ーを指定管理制度のもと効

果的な施設の管理運営を行

う。 

 

 

 

●実績･成果 

特定非営利法人富士北麓

まちづくりネットワークに

よる指定管理のもと、利用

者が安心・安全に利用でき

るよう施設運営管理を実施

した。 

また、利用者の安全性・

利便性の向上のため、外壁

や非常灯等補修修繕等を実

施し施設の維持管理、環境

整備を行った。コロナ前の

令和元年度の 85.6％まで

利用率回復した。 

 

【令和４年度利用者数】 

延  11,957 人 

 （内 市民 7,099 人） 

〇自主事業 

 食事提供事業 

 絵画展 

 交流事業 

 

●課題等 

経年劣化により修繕箇所

等が増加傾向となってい

る。 

 

 

 
 
 
●実施内容 

・特定非営利活動法人富士

北麓まちづくりネットワー

クを指定管理者として、引

き続き施設の管理運営を実

施する。 

・「長寿命化計画」をもとに

計画的に優先順位を見極め

ながら修繕等を積極的に行

っていく。 

 

●今後の展望等 

特定非営利活動法人富士

北麓まちづくりネットワー

クと連携をさらに密にし、

利用者の安心感と快適性の

向上に努め、施設の利用者

増加、富士吉田市への来訪

者増加、ひいては富士吉田

市の認知度向上に繋げてい

く。 

 

 

Ａ 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

青少年教育事業 

担当課：生涯学習課 

●事業内容等 

次代を担う青少年の健全

育成を図るべく、スポーツ

大会や各種研修会の実施、

青少年を取り巻く環境浄化

のための情報発信等を行

う。 

また、青少年育成カウン

セラーによる指導、相談、

助言等を行う。 
 

 

 

●実績･成果 

・育成会連合会の開催 

・青少年対策本部事業 

  学童野球大会 

ミニバス大会 

非行防止標語大会 

・二十歳を祝う会 

・鳴沢村でのジュニアリー

ダーアウトドア体験 

・ＩＣＴ社会の保護者や子

ども達にむけて、スマホ等

の使用方法・注意点などの

情報提供を行った。 

 

●課題等 

青少年の健全育成は地域

が主体となって推進してい

くことが重要であるが、少

子化などで単独での地域の

みの育成会活動等が難しい

ところもある。 

 

 

 

●実施内容 

・育成会連合会における情

報交換・意見交換を行い、

継続的に青少年育成活動を

支援する。 

・学童野球大会、ミニバス

大会は感染防止に留意して

実施する。 

・ジュニアリーダーアウト

ドア体験は日帰りで富士吉

田市及び富士河口湖町にて

実施する。 

 

●今後の展望等 

子どもの減少によるチー

ム数の減少に伴い学童野球

大会、ミニバス大会のあり

方、青少年総合対策本部と

してのかかわり方などにつ

いて自主運営にむけて働き

かけを強めていく。 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

放課後子ども教室推進事業 

担当課：生涯学習課 

●事業内容等 

子ども達が地域社会のな

かで心豊かで健やかに育ま

れる環境づくりを推進する

ため、地域の方々の参画を得

て、放課後を安全安心に過ご

し、多様な体験活動ができる

よう、学習や体験、住民との

交流活動などを行う。 

 

 

●実績･成果 

【令和４年度開催状況】 

５月から開催した。 

・富士小学校 

 登録数 32 名 38 日開催 

 利用者数 延べ 1,136 名 

・下吉田第一小学校 

登録数 37名 50 日開催 

利用者数 延べ 887 名 

・吉田西小学校 

 登録数 57 名 52 日開催 

 利用者数 延べ 1,246 名 

・下吉田第二小学校 

登録数 14名 17 日開催 

利用者数 延べ 208 名 

・明見小学校  

 随時土曜日教室５回開催 

 利用者数 延べ 53 名 

 

●課題等 

新規開設には学校の余裕

教室などの場所、コーディ

ネーター・推進員・サポー

ターの人員確保が必要であ

る。５校開催している現時

点でもサポーター等が不足

する時がある。 

 
 
 
 
 

 

 

●実施内容 

・児童の安全・安心を確保

しながら実施する。 

５月～富士小・吉田西小 

下吉田第二小 

６月～下吉田第一小 

７月～明見小 

・定期的なスタッフ会議等

の開催により事業の資質向

上を図る。 

・県の補助基準改定に伴い、

推進員・サポーター確保の

ため、交通費の支給を開始。 
 

●今後の展望等 

導入を見据えて未実施の

学校へアプローチ、検証す

るとともに事業協力団体等

を探していく。コーディネ

ーター、推進員等の育成が

急務である。 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

第４節 生涯学習 （１）施設の活用・充実 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

図書館管理運営事業 

担当課：図書館 

●事業内容等 

公共図書館として、市民

に対し適切な図書館サービ

スを提供できるよう、資料

の収集、情報の提供、図書

館間の相互協力など図書館

環境の整備充実を図るとと

もにスタッフの資質、能力

の向上に努める。 

さらに、地域のコミュニ

ティ施設としての役割とそ

の目的を達成するため、ま

た、図書館がより身近な存

在となるよう各種イベント

や時代にあったサービスを

提供する。 

 

＊根拠法令 

・図書館法 

・富士吉田市立図書館の設

置及び管理に関する条例 

 

 

 

●実績･成果 

常に公立図書館としての

役割を念頭に置き、市民の

生涯学習活動や文化活動の

情報提供や時代に合った図

書資料を提供することがで

きた。さらに、近隣図書館

との意見交換や相互貸借な

どにより図書館環境の整備

充実が図れた。 

また、地域コミュニティ

の場として、幅広い年齢層

を対象にイベントを開催す

るとともに、図書館ホーム

ページや YouTube チャンネ

ル、Instagram、Ｘ（旧

Twitter）などのＳＮＳを活

用した広報活動を積極的に

進めることで、身近な公共

施設として、市民の利用促

進を図ることができた。 

 

令４年度実績 

開館日数     283 日 

貸出者数    67,191 人 

貸出点数    331,225 点 

定期開催型イベント 

21 回・2,015 人 

 

 

●実施内容 

・資料の収集・整理・保存・ 

利用に関する事 

・YouTube、Instagram、Ｘ

（旧 Twitter）での広報

活動 

・図書館システムの管理 

・職員研修 

・各種イベント 

 

●今後の展望等 

利用者に対し、適切・平

等なサービスが提供できる

よう、最新の資料や情報を

収集し、利用者のニーズに

的確に応え、利用者の満足

度を高めていく。 

新型コロナウイルスの感

染予防対策として制限して

いたイベントの再開を検討

するとともに、慎重に精査

する中で効果的なイベント

を実施していく。 

職員の資質、技術の向上

も求められることから、各

種研修等により資質向上を

図っていく。 

幅広い年代層に対応する

ため、ホームページや広報 

 

Ａ 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企画型イベント   

32 回・801 人 

YouTube チャンネル作品 

５回 

 

●課題等 

施設管理上の課題とし

て、館内設備の老朽化によ

る空調設備の補修整備やＬ

ＥＤ交換工事などの検討を

していく必要がある。 

また、館内での犯罪抑止

及び防止、利用者の安全確

保のための防犯カメラ設置

の拡大の検討も進めたい。 

 

 

 

 

 

紙、館内掲示での周知に加

え、ＳＮＳやエフエムふじ

ごこを活用した広報活動も

積極的に進めていく。 

また、細かい文字の認識

が困難な方向けに文字を拡

大した大活字図書の充実を

図ることで、気軽に読書を

楽しむことが出来るように

するなど、図書館サービス

を受けることが難しい方々

に対する支援なども積極的

に進めていく。 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

子供読書推進事業 

担当課：図書館 

●事業内容等 

子供達が積極的に読書活

動を行う意欲を高め、生涯

にわたる読書習慣を身に付

けることができるよう、発

達段階に応じ、段階的に読

書の楽しさを知る機会を提

供し、その環境づくりを行

う。 

 

＊根拠法令 

・子どもの読書活動の推進

に関する法律 

 

 

 

●実績・成果 

羽田ブックプレゼント 

事業では、子供達の読書環

境整備を目的に、各成長の

節目ごとに、ファーストブ

ックとして４ケ月健診時

（309 人）に、セカンドブ

ックとして小学校入学時

（372 人）に、サードブッ

クとして中学校入学時（401

人）に発達段階に合った図

書の贈呈ができた。 

また、読み聞かせボラン

ティア団体（このはなさく

や）等の協力により、おは

なし会などの各種イベント

の実施、さらに、放課後児

童クラブや学校図書館との

連携により、多くの図書資

料の提供及び館内イベント

などを実施することで、身

近に本や図書館を感じても

らう環境づくりに努めた。 

 

・学校図書館連携図書購入 

655 冊 

・出前おはなし会 

80 回  1,847 人 

・学校図書館等連携事業 

小学校貸出実績  2,318件 

中学校貸出実績  2,605件 

・子供会(夏冬２回)165 人 

 

 

●実施内容 

・羽田ブックプレゼント 

事業 

・子供会の実施 

・学校図書館や関係機関と 

の連携 

・おはなし会の実施 

・ボランティア団体との協 

力による出前おはなし会 

の実施 

・各種イベント 

・子どもの読書活動推進計

画の見直しに向けた実態

調査(アンケート)の実施 

 

●今後の展望等 

子供の本との出会いや親

しみを大切にし、読書習慣

を形成することで、読書活

動を継続していけるよう、

引き続き事業の継続と支援

を行っていく。 

具体的には、乳幼児期か

ら読書に親しむ機会が得ら

れるよう、保護者に対して

読み聞かせの大切さを伝え

るとともに、おはなし会へ

の参加を促進する。 

さらに、若者世代には、

ヤングアダルト図書の充実

や魅力的な特設コーナーの

設置など，読書環境整備を 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●課題等 

読書活動に対しての子供

の興味や意欲を高めるため

に実施していたイベントや

取り組みの一部が、新型コ

ロナウイルス感染症の影響

により制限されたことで、

本事業を進めるにあたり障

壁となった。 

羽田ブックプレゼント事

業の財源として、教育文化

振興基金（羽田基金）を充

てているが、令和９年前後

に基金残額が無くなる見込

みとなっており、それ以降

の財源も含めてこの事業の

存続方法を検討する必要が

ある。 

 

 

 

 

 

 

継続的に実施し、読書に対

する意欲向上を目指してい

く。 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

市民会館管理運営事業 

担当課：生涯学習課 

●事業内容等 

施設管理 

富士北麓地域住民の文化

の向上と福祉の増進、地域の

発展を図るため設置された

富士五湖文化センター・富士

吉田市民会館を指定管理制

度のもと、効率的で効果的な

施設の管理運営を行う。 

 

 

●実績･成果 

・（一財）富士吉田文化振興

協会による指定管理のも

と、社会教育活動の拠点と

して、より安全・安心な施

設運営に努めた。多くの市

民等に利用され、芸術文化

の継承、普及、振興の一役

を担った。また、必要な修

繕等を実施し施設の維持管

理、環境整備を図った。 

・大ホール小ホール使用料

が対前年比それぞれ 200％

と 135％となった。 

【令和４年度利用者数】 

利用者数 68,980 人 

（Ｒ３年度 46,900 人） 

【自主事業】  

① 自遊大学  63 教室 

② 映画鑑賞事業 開催 

③ コンサート等 開催 

④ 芸能芸術鑑賞 中止 

 

●課題等 

設備等の修繕や定期的な

メンテナンスが必要であ

る。平成 23 年のリニューア

ルから年数が経過し、施設

の大規模改修が必要となっ

てきている。 

 

 

 

 

●実施内容 

・（一財）富士吉田文化振興

協会を指定管理として施設

の維持管理と施設貸出を実

施する。 

・施設の利用促進に繋がる

よう指定管理者による自主

事業（富士山自遊大学ほか）

を実施する。また、近年中

止を余儀なくされた芸能芸

術鑑賞などの実施を働きか

ける。 

・長寿命化計画に基づき定

期的な設備改修及び修繕等

を計画的に実施する。 

 

 

●今後の展望等 

安心安全な施設運営を前

提にコロナ前の施設利用率

を目指す。 

 

Ａ 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

第４節 生涯学習 （２）社会教育の推進 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

社会教育推進事業 

担当課：生涯学習課 

●事業内容等 

〇社会教育委員活動 

 市民の学習意欲を喚起し、

学習の機会と場を提供する

ため、情報収集及び事業の計

画立案等を行い、社会教育・

生涯教育の進展を図る。 

 

＊根拠法令 

社会教育法第 15条 

 

〇社会奉仕団体への支援 

 婦人会の奉仕活動等を支

援することで、その社会参

画、地域貢献活動等の推進を

図る。 

 

 

 

 

●実績･成果 

・第 53 回関東甲信越静社

会教育研究大会山梨大会

の開催にあたり、準備運営

に尽力した。 

・市社会教育委員の定例会

等の開催。 

・南都留社会教育委員連絡

協議会への参加。 

・南都留地区担当者会への

参加 

・市民大学及び各中央社会

学級の視察を行った。 

・連合婦人会の活動支援 

（R４年度補助金 1,500

千円） 

 

●課題等 

富士吉田市連合婦人会

への参加自治会の減少。 

 

 

 

 

 

 

●実施内容 

・社会教育委員が直接的に

中央社会学級運営事業等に

携わり、現場の様子を確認

することにより、委員・講

師・受講者の意識向上を図

る。 

・第 54 回関東甲信越静社会

教育研究大会栃木大会へ参

加し、他団体や先進地の情

報を収集し社会教育の発展

に繋げる。 

・南都留社会教育連絡協議

会会長及び事務局として総

会・研修会等を計画・実施

する。 

・連合婦人会の奉仕活動等

に協力し、その社会参画、

ボランティア活動等を支援

する。 

 

●今後の展望等 

先進地視察研修等を通じ

て講座等の企画立案につい

て意見交換を行い、社会教

育委員活動の充実を図る。 

 

 

 

 

 

Ａ 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

生涯学習講座事業 

担当課：生涯学習課 

●事業内容等 

〇講座等の主催 

市民の多種多様な学習ニ

ーズに応えるため、様々な学

習の情報やコロナ禍におい

て安全な学びの場を提供し、

子どもから高齢者まであら

ゆる世代に対応した各種教

室、講演会等を開催し、生涯

学習の推進を図る。 

 

〇活動団体支援 

教育機関が実施する公開

事業や各地区における社会

学級開設事業への補助。 

 

 

 

●実績･成果 

・富士の里市民大学 14回 

・家庭教育学級   13 回 

・寿教室の開催  12 教室 

・中央社会学級  10 講座 

・地区社会学級  32 学級 

・成人学級の開催 ２地区 

・生涯学習講座  ２講座 

・富士山ジュニアカレッジ

22 教室 

各種事業においては、申

込方法を電話だけでなく、

世代に応じてメールやＨ

ＰやＱＲコード等を活用

し利便性の向上を図った。 

市民大学では長野県松

本城へ３年ぶりにバス研

修を行った。 

 

●課題等 

・人気教室をできるだけ多

くの希望者が受講できる

よう会場・応募方法に工夫

を凝らす。 

・新型コロナ感染拡大防止

により休止している地区

社会学級の再開を促す。 

 

 

 

 

 

 

 

●実施内容 

・参加人数の調整や実施時

間を考慮し、より受講しや

すい環境を整えていく。 

・広報紙及びＨＰやＣＡＴ

Ｖ、ラジオ放送、ポスター

などの媒体を活用し、引き

続き事業のＰＲを実施す

る。 

 

●今後の展望等 

・他部課とも連携・協力を

とり、各受講対象者層に効

果的に情報発信を行う。 

・市民の学習ニーズに応じ

た講座を開催するため、他

団体の催し、市民の要望等

の情報収集に努め、常に講

座内容を更新していく。 

・生活の利便性を高めるた

め、高齢者向けにスマホ教

室を開催し活用促進を図

る。 

 

Ａ 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

第５節 文化・芸術 （１）文化・芸術の振興 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

芸術文化振興事業 

担当課：生涯学習課 

●事業内容等 

〇文化振興活動 

文化意識を高め、心の豊

かさを養い、本市における

芸術文化の向上を図るた

め、芸術文化活動を支援す

る。 
〇活動団体の支援 

文化振興団体を支援する

し、市民に対し様々な文化

活動に触れる機会を提供す

るとともに後進の人材育成

を促す。 
 

 

 

●実績･成果 

・第 70 回富士吉田市文化祭

を開催した。直接公募展会

場へ足を運ばずとも展示風

景が見られるようＣＡＴＶ

で放送した。 

・梅若薪能事業への支援 

・文化協会への支援 

・文化振興協会への支援 

・市立４中学校文化部活動

指導者派遣 

・郡内俳句大会へ支援 

 

●課題等 

文化団体構成員の高齢化

に伴い、後継者育成が懸案

となっている。 

文化祭時期の会場確保が

厳しい状況である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●実施内容 

・文化芸能活動の発展と市

民が芸術文化に触れる機会

を提供するため、第 71 回富

士吉田市文化祭及び公募展

を開催する。 

・11 月３日文化の日には、

文化祭公募展表彰式を開催

する。 

・自治会及び文化団体等の

活動費に対し補助金を交付

することにより、文化活動

の振興を推進し、地域や各

文化団体の活動を支援す

る。コロナ禍により文化祭

中止された自治会へ文化祭

再開催を働きかける。 

 

●今後の展望等 

若い世代への芸術文化意

識の向上を図り、地域の文

化活動を担う人材育成に繋

げる。 

 

 

 

 

 

Ａ 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

第５節 文化・芸術 （２）文化財等の保存と活用 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

文化財保護対策事業 
担当課：歴史文化課 

●事業内容等 

郷土の貴重な文化遺産を

後世に継承するため、文化

財の保護及び保存に努める

とともに、文化財保護に関

わる意識の啓蒙を広めるた

めの積極的な活動を展開す

る。 

 

＊根拠法令 

文化財保護法 

市文化財保護条例 

市文化財保護費及び保存施

設費補助金交付要綱 

 

 

 
●実績･成果 

【概要】 

・市内の指定・未指定の文

化財の調査や指定文化財の

修理、点検等の維持管理。 

・文化財指定地域における

開発等に対する許認可 

 

【文化財修理等】 

・北口本宮冨士浅間神社東

宮本殿・西宮本殿建造物保

存修理事業の指導・助言 

・国指定「北口本宮冨士浅

間神社本殿ほか 10 棟」防火

施設整備事業の指導・助言 

・県指定有形民俗文化財「藍

染作業場」屋根修繕 

 

【文化財保護・保存】 

・市指定天然記念物「小室

浅間神社カツラ」支柱工事 

・重要文化財の防災設備保

守点検事業 

・市指定無形民俗文化財保

持団体の活動費補助事業５

団体 

・文化財愛護団体の活動費

補助事業５団体 

 
 

●実施内容 

・国指定「北口本宮冨士浅

間神社本殿ほか 10 棟」防火

施設整備事業の指導 

・国登録有形文化財「冨士

山元祠」保存修理事業の指

導 

・市指定文化財正福寺の本

堂彩色及び表具保存修理事

業の指導 

・旧外川家住宅ほか３棟耐

震対策工事実施設計作成

（御師外川家住宅等整備活

用事業） 

・市指定有形文化財「旧武

藤家住宅」修正設計作成 

・中雁丸家表門移築工事（博

物館管運営理事業） 

・吉田口登山道保存と活用

のための行動計画策定 

・吉田口登山道における山

小屋建造物（鈴原社及び御

座石浅間神社）の修繕 

・吉田口登山道内における

文化財説明板の補修 

・文化財説明板の設置 

・吉田城山の間伐 

・吉田城山法面対策工事に

伴う隣接地権者への相談 

 

ＡＡ 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【文化財の調査・研究】 

・富士山信仰関係古文書調

査 

・旧宮下家住宅移築保存修

理工事報告書原稿作成 

・蝙蝠穴整理作業及び発掘

調査報告書作成 

・漣神社本殿檜皮屋根調査

概要書作成 

 

【文化財保護の啓蒙・活用】 

・文化財防火デー防火訓練

（正福寺） 

・文化財見学受付及び見学

指導（吉田胎内、新倉掘抜） 

 

【特別名勝・史跡「富士山」

の現状変更事務（39 件）】 

 

【文化財の相談受付】 

・包蔵地立会い等（13件） 

・包蔵地照会受付（288 件） 

 

●課題等 

・登録有形文化財の保存活

用に向けた制度・要綱等の

整備 

・国指定史跡「富士山」の

整備計画策定 

・文化財主事等の専門知識

を有する職員配置が必要 

 

 

・埋蔵文化財包蔵地に関す

る照会、届出、立会等の対

応 

 

⬤今後の展望等 

市内には、世界文化遺産

富士山構成資産も含め、

国・県・市の指定文化財が

多数ある。市全域の文化財

について、長期的な視点に

立った保存や活用等の方針

を検討する。 

【国指定 北口本宮冨士浅

間神社保存修理、国指定 

北口本宮冨士浅間神社防災

施設整備、外川家住宅耐震

対策工事、旧武藤家住宅移

築工事】 

・令和７～９年度に拝殿及

び幣殿他９棟の重要文化財

建造物群の調査工事を実施

し、保存修理工事に向けた

設計作成予定 

・国指定「北口本宮冨士浅

間神社本殿ほか 10 棟」防火

施設整備事業は、令和６年

度終了予定 

・旧外川家住宅は、令和５

年度に実施設計、令和６年

～７年度に耐震補強工事を

実施予定 

・市指定有形文化財「旧武

藤家住宅」の移築工事予定 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

博物館管理運営事業 

担当課：歴史文化課 

●事業内容等 

社会教育施設として、歴

史、民俗等に関する市民等の

知識の向上を図り、市民等の

文化の発展に寄与すること

を目的とし、博物館及び付属

施設の管理・運営を行う。 
また、教育施設というだけ

でなく、世界遺産「富士山」

の魅力を紹介する施設とし

て、観光資源としての役割を

担っている。 
 

＊根拠法令 

博物館法、富士吉田市歴史

民俗博物館の設置及び管理

に関する条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●実施・成果 

〇新たに導入するふじさん

ＶＲシアターの整備を進め

た。 

〇新型コロナウイルス感染

症対策はガイドラインに則

り、制限解除後は感染対策

及び安全を考慮し運営を行

った。 

○誘客・広報業務 

①新聞、旅行誌等への掲載、

また北口本宮富士浅間神社

参道におけるさんにち市へ

参加出店し、ふじさんミュ

ージアムの PR を実施し、誘

客を図り来館に繋げる取り

組みを行った。 

②入館無料 企画展開催時 

③無休開館 ７.８月 

④企画展を３回開催し、市

民入館無料や、ワークショ

ップ等市民参加型イベント

等を実施した。 

 

●課題等 

吉田口登山道関連をはじ

めとした文化財保護対策事

業の比重が高く、博物館の

事業に充てられる人員が不

足している。 

 

 

 

●実施内容 

①テレビＣＭ・インフルエ

ンサーの活用・大規模観光

施設での情報発信、観光商

談会での一般旅行者の獲得

進める等、広報宣伝活動を

積極的に実施する。 

②企画展及びワークショッ

プの開催 

③エリア内に移築復元を予

定している旧武藤家住宅の

設計及び調整 

 

●今後の展望等 

①引き続き感染対策に努め

ながら運営を行う。 

②ふじさんミュージアムパ

ークの運営において、関係

部署と適切に情報共有を図

り、エリア一体的に活性化

させる取り組みを検討して

いく。 

③管理運営の指定管理導入

にむけた課題整理及び検討 

④公園整備及びＶＲシアタ

ーの効果により入館者の増

加が見込まれるが、入館者

増加に伴い受付業務体制に

人員不足がみられるため、

委託先と協議を行い、調整

を図っていく。 

 

Ａ 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

御師外川家住宅等整備活用

事業 
担当課：歴史文化課 

●事業内容等 
博物館の附属施設である

「御師旧外川家住宅」は富士

山世界文化遺産の構成資産

のひとつで重要文化財施設

である。「御師旧外川家住宅」

の一般公開を行うことによ

り、文化財建造物として活用

するとともに、富士山及び富

士吉田市の歴史・民俗に関す

る市民等の知識の向上を図

る。 
 

＊根拠法令 

博物館法、富士吉田市歴史

民俗博物館の設置及び管理

に関する条例 

 

 

 

 

●実施・成果 

〇新型コロナウイルス感染

症のガイドラインに則り、

感染対策及び安全を考慮し

運営を行った。 

○外川家スタッフ協力のも

とミニ展示を開催し、来館

者を迎えた。 

○施設管理業務 

樹木伐採、清掃その他の管

理業務 

○案内業務 

・協力員（会計年度職員） 

○広報業務 

新聞や雑誌等への掲載を行

なった。 

山日新聞・毎日新聞ほか 

 

●課題等 

感染対策及び安全を考慮

し収容人数の制限を設ける

なかでの開館運営し、どの

ように誘客を図るかが課

題。 

 

 

 

 

●実施内容 

○耐震診断の結果をもとに

今後の耐震化工事について

文化庁と協議を進めるなか

本年度の耐震補強工事実施

設計を進める。 

〇協力員主導のもと、地元

にゆかりのある作家や作品

等のミニ展示を行い、年間

を通して開催し来館者を迎

える。 

 

●今後の展望等 

○保存活用計画に則り、今

後の活用と充実を図ってい

く。 

また、感染対策に努めな

がら、教育委員会及び産業

観光部等のイベントの利用

推進を図る。 

〇令和５年度の耐震補強実

施設計をおこない、令和６

～７年度に耐震補強工事を

すすめる。 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

博物館学芸事業 

担当課：歴史文化課 

●事業内容等 

地域に残る貴重な資料及

び市の歴史に関係するもの

について幅広い調査を行

い、その研究成果を蓄積し

て博物館の常設展示の充実

や企画展の開催に反映及び

活用をして、展示以外に体

験学習講座の開催や調査に

基づいた刊行物を発行する

ことで、市民等の来館者に

対して富士山及び富士吉田

市の歴史や文化に理解と関

心を深めてもらうことを目

的とする。 

 

＊根拠法令 

博物館法、富士吉田市歴史

民俗博物館の設置及び管理

に関する条例 

 

 

 

●実績･成果 

・企画展、講座、ワークシ

ョップ、講師派遣、書籍等

刊行を実施。 

 

【企画展】 

・市制 70 周年記念富士吉田

市収蔵美術品 富士山絵画

展 

・「吉田口の富士山信仰用具

-御師・山小屋・富士講のた

からもの-」 

・「上吉田成立 450 年・吉田

胎内開基 130 年記念 富士

山登山口「上吉田」と吉田

胎内の歴史」 

・「富士山世界遺産登録 10

周年記念企画展 富士山登

山案内図の世界」 

【ワークショップ・全４回】 

・富士山型カードたて作り

他 

【講師派遣等】 

・市内小中学校「富士山学

習」、富士山学習研究会臨地

研修他 

 

【出版物等】 

・富士吉田市歴史民俗資料

館資料叢書第５集『菊田日

記④ 第十九番～第二十四

番』 

 

 

●実施内容 

【企画展】 

「富士山のおふだの世界」 

６月 21 日～９月 25 日 

「昭和の富士山」 

Ｒ５.10 月～Ｒ６.１月 

「下吉田の歴史」 

Ｒ６.２月～５月 

【ワークショップ】 

「ふじさん缶バッジ作成」

他の開催 

【講師派遣等】 

・市内小中学校「富士山学

習」 

【出版物等】 

・富士吉田市歴史民俗資料

館資料叢書第６集『菊田日

記⑤』刊行 

・富士山叢書第６集刊行 

・ふじさんミュージアムだ

より ＭＡＲＵＢＩ No.49 

 

⬤今後の展望等 

【学芸事業の充実への取り

組み】 

・富士山信仰をはじめとし、

本市全体の多様な歴史的財

産の保存と公開の充実を図

るとともに、それらの源泉

となる調査や研究を推進す

る。 

 

 

Ｂ１ 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

 ・企画展解説書『富士山登

山口上吉田と吉田胎内の歴

史』 

・ふじさんミュージアムだ

より ＭＡＲＵＢＩNo.48 

 

●課題等 

博物館運営の根幹を担う

学芸員が１名である。現体

制では、博物館事業の企画

実行に支障があることに加

えて文化財保護対策事業も

兼務しているため全体的な

業務量に対し人員不足が生

じている。 

 

・富士山信仰などの郷土の

歴史について、市民団体や

学校施設に可能な範囲で講

師派遣等を行い、教育普及

活動に努める。 

 

【学芸員の養成】 

・文化財を適切に保存管理

し、次世代へ継承していく

ため、継続的な学芸員の採

用及び養成が必要である。 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

第６節 スポーツ・レクリエーション （１）生涯スポーツの振興 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

スポーツ振興事業 
担当課：生涯学習課 

●事業内容等 

スポーツイベントやスポ

ーツ教室の開催により、生

涯スポーツの普及・振興を

図る。 

また、（公財）富士吉田ス

ポーツ協会を通じて各競技

団体の活動支援を行う。 

 

 

●実績･成果 

市主催のチャレンジデー

や、（公財）富士吉田スポー

ツ協会主催のふじよしだフ

ァミリーマラソンの開催な

ど、関係団体と連携協力を

図る中、コロナ禍において

も市民のスポーツ活動の普

及推進と、健康増進に寄与

することができた。 

また、富士吉田市スポー

ツ推進計画（2013～2022）

の期間満了に伴い、市民だ

れもが、いつまでも生涯に

わたってスポーツに親し

め、幸福度の高い、健康で

豊かな社会を実現するため

に、本市の今後 10 年間のス

ポーツ施策の方向性や目標

を具体的に盛り込んだ、新

たなスポーツ推進計画

（2023～2032）を策定した。 

 

○トップアスリート直伝教

室 

陸上編 

開催日：６月 11日（土） 

会 場：富士山アリーナ 

講 師：和田 賢一（走り

の学校校長） 

 

 
●実施内容 

○富士吉田スポーツ協会と

連携し、スポーツ少年団の

競技力向上・指導者育成、

各種競技団体への運営補

助、各種スポーツイベン

ト・教室を開催する。 

○中学校部活動への指導者

の派遣を行う。 

○トップアスリート直伝教

室の開催により、子どもの

技術向上とスポーツ人口の

底辺拡大を図る。 

○富士吉田市チャレンジデ

ーを実施し、スポーツ・運

動の習慣化への意識を高め

る。 

○ＦＣふじざくら山梨や山

梨クィーンビーズなど、地

元プロスポーツチームとの

連携を強化し、スポーツを

通じた地域住民との交流の

機会を確保する。 

○ＳＮＳなどの情報発信ツ

ールを利用して、スポーツ

イベントや各種教室等のス

ポーツ情報を積極的に発信

していく。 

 
 

 

Ａ 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

 参加者：小学生 34 人 

バドミントン編 

開催日：１月 14日（土） 

会 場：鐘山総合体育館 

講 師：杉山 明日香（ヨ

ネックスバドミントンチー

ム） 

参加者：小学生 33 人 

ドリームデー 

開催日：３月 18日（土） 

会 場：鐘山総合体育館 

講 師：四條 稔（元読売

ジャイアンツ・昭和町出身） 

引田 ちひろ（元ＦＣふじ

ざくら山梨・北杜市出身） 

谷 真一郎（元サッカー日

本代表・ヴァンフォーレ甲

府コーチ） 

参加者：小学生 55 人 

○各種表彰等 

市体育功労者表彰 ５人 

優秀選手表彰６人・１団体 

○スポーツ大会出場激励金 

：40 件 679,000 円 

○部活動スポーツ指導者派

遣事業 

：３中学校 ４クラブ 

派遣回数 83 回 

○第 75 回富士登山競走 

開催日：７月 29日（金） 

出走人数：山頂 1,421 人 

     五合目 869 人 

     合 計 2,290 人 

 

 
⬤今後の展望等 

○各種団体と協力し、市民

の運動不足の解消や、スポ

ーツ・運動を始めるきっか

けづくりを提供し、ころば

ないまちづくりを実践して

いく。 

○それぞれのライフステー

ジに応じた、運動やスポー

ツに触れる機会を提供し、

生涯スポーツの充実を図っ

ていく。 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

 ○富士吉田市チャレンジデ

ー 

住民総参加型のスポーツイ

ベントであるチャレンジデ

ーに本年も参加し「スポー

ツの力で元気な体づくり」

をテーマに、スポーツや運

動の習慣化を目指し、健康

への意識を高めることがで

きた。 

21,811 人（実施率 45.7％） 

対戦自治体：徳島県鳴門市 

33,552 人（実施率 60.5％） 

 

●課題等 

○働く世代・子育て世代を

中心に、運動やスポーツの

実施率が低いため、参加し

やすい内容・場所・時間帯

でのプログラムを検討し、

ＳＮＳなどの情報発信ツー

ルを利用する中、参加者の

増加に繋げる。 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

市民体育施設管理事業 

担当課：生涯学習課 

●事業内容等 

鐘山スポーツセンター

(体育館・グラウンド・テニ

スコート)、笹子コミュニテ

ィスポーツ広場、みずほ公

園スポーツ広場、大明見グ

ラウンドの運営・維持管理

事業。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●実績･成果 

市民体育施設を管理する

（公財）富士吉田スポーツ

協会と連携する中、コロナ

渦の中でも利用者が安心安

全に施設を利用できるよ

う、人数の制限、マスクの

着用、手指消毒等の基本的

な感染症対策を講じた中で

体育施設を開放し、市民の

健康増進や、競技力の向上

に努めることができた。 

令和４年度より新体育館

建設に向け、基本コンセプ

トを確立するとともに、規

模や機能等施設の概要を検

討し、具現化するための整

備方針や管理・運営計画等

を明確にするため、新体育

館建設基本構想・基本計画

の策定を開始した。 

各体育施設の全体の利用

者数（体育館・グラウンド

等含）103,445 人 

（前年度利用者 75,874 人） 

指定管理の更新 

（令和４年度～８年度） 

 

●課題等 

○鐘山総合体育館をはじ

め、各施設経年劣化による

改修要望等がある中、新総 

 

 

●実施内容 

○（公財）富士吉田スポー

ツ協会を指定管理者として

施設の維持管理を実施 

○市民体育施設を開放し、

生涯スポーツ活動の推進

や、競技力の向上に努める。 

○新体育館建設基本構想・

基本計画の策定をし、新体

育館の目指すべき姿、整備

の基本的な方針や計画をと

りまとめる。 

 

⬤今後の展望等 

新体育館の建設に向け、

引き続き事業を進捗してい

く。 

 

 

ＡＡ 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

 

 

 

 

 

 

 

公立学校体育施設一般開放

事業 

担当課：生涯学習課 

●事業内容等 

一般開放に伴う市内小中

学校の体育施設の管理。 

合体育館建設との兼ね合い

も見極める中、必要箇所に

対し、適宜対応をしていく

必要がある。 

 

 

 

 

 

 

●実績・成果 

コロナ禍の中でも、基本

的な感染症対策の徹底を周

知する中、市内小中学校の

体育施設を一般開放し、市

民のスポーツや、地域イベ

ントなどの活動に触れ合う

場の提供をすることができ

た。また、必要箇所に応じ

て、施設の修繕等を行うこ

とにより、利用者の利便性

向上を図ることができた。 

平成 28 年度に施工した

明見中学校グラウンド照明

設備工事において搬出され

た、高濃度ＰＣＢ入り安定

器の処分を行った。 

 

【施設全体の利用件数】 

 6,263 件 

（前年度  5,014 件） 

【施設使用料収入】 

3,719,220 円 

（前年度 3,225,930 円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●実施内容 

○学校体育施設を一般開放

し、市民がスポーツに触れ

る機会を充実させ、スポー

ツ振興を図る。 

○利用者に対して、メール

等での注意喚起を実施（利

用規定や学校からの連絡事

項の遵守） 

 

●今後の展望等 

○引き続き夜間や休日の一

般開放を行い、市民がスポ

ーツに親しむ場の提供をす

る。 

○施設の老朽化による劣化

などにより、利用者に危険

が生じることがないよう、

計画的な改修を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

 

 

 

●課題等 

○利用にあたって学校側か

らの苦情も出ているため、

利用者に対し、教育施設を

使用しているという認識を

さらに高めていく必要があ

る。 

○開放にあたり、マナーに

欠ける利用もみられるた

め、ルールに沿った利用を

周知徹底させていく。 

○施設使用料の支払いを延

滞する団体があるため、納

期や支払い方法等、更なる

周知徹底を図る。 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

第６節 スポーツ・レクリエーション （２）スポーツに親しむ機会の充実 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

スポーツ推進委員事業 
担当課：生涯学習課 

●事業内容等 
 スポーツ推進委員 24 名

が、生涯学習事業や各種団

体の実施するスポーツイベ

ントへの協力など、スポー

ツを通して市民のスポーツ

活動の普及や体力向上に資

する活動を行っている。 

 

 

 

 

●実績･成果 

本年は、コロナ禍の影響

によりここ数年実施するこ

とができていなかった、ス

ポーツ推進委員研修会を行

った。講師に元プロ野球選

手である山村宏樹氏を招

き、ボールの握り方や投げ

方の基礎等、子供たちに指

導する方法を学ぶことがで

きた。 

スポーツ推進委員主催に

よる障害者スポーツフェス

タを開催し、健常者と障害

者が共にスポーツを行う機

会の提供をすることができ

た。 

市主催のチャレンジデー

等のスポーツイベントへの

協力により、市民のスポー

ツ活動の普及・振興を図る

ことができた。 

○スポーツイベントへの協

力 

・富士吉田市チャレンジデ

ー 

・ボールゲームフェスタ 

・ふじよしだファミリーマ

ラソン 

・ドリームデー 

 

 

●実施内容 

○障害者スポーツ教室など

の自主事業の開催 

○市主催イベントや各種団

体のスポーツイベント等へ

協力 

○各種研修会への出席 

 

●今後の展望等 

○各種研修会に積極的に参

加し、指導技術向上を図り、

自主事業者や各種イベント

などを通じて、市民の生涯 

スポーツの普及推進を図

る。 

 

 

Ｂ１ 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

 ○自主事業 

・障がい者スポーツ教室 

・スポーツ推進委員研修会

（投げ方教室） 

〇各種研修会への参加 

 

●課題等 

○本業との兼ね合いで活動

が夜間・休日に限定される

ため、幅広い人材確保が必

要となる。 

○スポーツ推進委員の認知

度が低いため、広報やホー

ムページ、ＳＮＳ等を活用

し、活動内容を周知する必

要がある。 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

教育委員会の活動及び運営に関して 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

教育委員会管理事業 

担当課：学校教育課 

●事業内容等 

 教育委員会の運営に伴う

一般的な庶務に関する業務

を行う事業である。 

主な業務は以下のとおり 

・教育長、教育委員の秘書

及び会議に関すること。 

・教職員の服務、福利厚生

及び人事等に関すること。 

・会計年度任用職員に関す

ること。 

・教育行政の総合計画、調

整及び相談に関すること。 

・規則等の制定及び改廃に

関すること。 

・表彰に関すること。 

 

＊根拠法令等 

地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第 17 条 

 

 

 

●実績･成果 

富士吉田市のより良い教

育環境を整えるため、市立

小中学校を始め、教育委員

会内各課との調整及び庶務

を行った。 

毎月実施している教育委

員会定例会では、委員会内

各課の様々な案件を審議報

告し、教育施策の充実を図

り、情報共有を行った。 

教育長、教育委員により、

教育委員会内の事業につい

て点検評価、全小中学校へ

の学校訪問、文科省主催の

研修会への参加等学校の現

状と課題、今後について確

認し、意見交換を行った。 

 また、老朽化した寿町教

職員住宅を解体・撤去する

とともに東町教職員住宅の

給湯器の修繕を行うなど、

適正な維持管理に努めた。 

 

 

 

 

 

 

●実施内容 

教育行政に関する庶務を

滞りなく確実に遂行する。 

教育長、教育委員におけ

る学校、教育施設の視察や

定例会での意見交換等によ

り、富士吉田市教育施策の

向上を図る。 

 今年度から、教員の健康

管理、旅費、学生ボランテ

ィア、養護教諭代替派遣等

の学校職員、人材に関わる

予算をこの事業に移した。 

 また、今年度より学校で

働く職員を対象とするメン

タルヘルス対策について、

研修会を開催、相談窓口等

を開設するとともに指針や

実施計画を策定していく。 

 

●今後の展望等 

 教育行政の先進地の視察

を行う等、富士吉田市のよ

り良い教育行政実現のため

の情報収集、共有し、意見

交換を行う。 

 現在の市内小中学校は、

小規模校、大規模校の二極

化が進み、学校の規模や配 

 

Ａ 
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（評価基準） 

ＡＡ:将来に有効な事業としてコスト・成果ともに拡大し重点的に位置づける。 

Ａ:コスト・成果ともに現在の事業の進め方で十分効果が上がっている。 

Ｂ１:コストを維持しつつ、事業の進め方を拡大展開していく。   

Ｂ２:コストを削減しつつ、事業の進め方は継続・維持していく。  

Ｃ:コスト及び進め方を縮小・削減していく事業である。 

Ｄ:事業の休廃止の検討が必要である。       （休廃止） 

Ｅ:経常的・義務的な事業である。       （経常事業等） 

 

事業内容等 
令和４年度 

実績･成果･課題等 

令和５年度 

実施内容･今後の展望等 
最終評価 

  置による教育環境の不均衡

や格差が生じている。 

また、人口の長期推計に

おいて、40年後の児童生徒

数は、現在の半分以下にな

る見込みであり、今後の小

中学校のあり方（適正規

模・適正配置）について検

討を要する。 
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３ 教育委員会活動の概要 

（１）教育委員会会議の開催状況（令和４年４月～令和５年３月） 

  教育委員会会議については、毎月１回の定例会及び臨時に行う臨時会を開催する

こととなっており、令和４年度においては定例会のみ開催いたしました。 

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第 21 条に定める職務について、

富士吉田市教育委員会教育長に対する事務委任規則の規定に基づき、令和４年４月

から令和５年３月までにおいて、以下の議案審議等を行いました。 

 

【令和４年度 教育委員会審議案件一覧（令和４年４月～令和５年３月）】 

議案番号 件  名 議決日 

議案第12号 
令和４年度富士吉田市文化・教育・体育功労者の決定につ

いて 令和４年５月 26 日 

議案第13号 
富士吉田市文化財修理費及び保存施設費補助金交付要綱

の一部を改正する要綱について 令和４年７月 25 日 

議案第14号 富士吉田市指定有形文化財の決定について 令和４年８月 24 日 

議案第15号 富士吉田市指定有形文化財指定解除の決定について 令和４年８月 24 日 

議案第16号 令和４年度一般会計補正予算について 令和４年８月 24 日 

議案第17号 
富士吉田市スポーツ大会出場激励金交付要綱の一部を改

正する要綱について 令和４年 10 月 28 日 

議案第18号 令和４年度一般会計補正予算について 令和４年 11 月 25 日 

議案第１号 
博物館法の一部を改正する法律に伴う関係条例の整理に

関する条例について 令和５年１月 31 日 

議案第２号 
富士吉田市立青少年センターの設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例について 
令和５年１月 31 日 

議案第３号 
富士吉田市学校給食用特別栽培米及び甲斐のこだわり環

境農産物認証米補助金交付要綱の制定について 
令和５年２月 21 日 

議案第４号 
富士吉田市教育委員会事務局の組織等に関する規則の一

部を改正する規則について 
令和５年２月 21 日 

議案第５号 
富士吉田市教育委員会会議傍聴規則の一部を改正する規

則について 
令和５年２月 21 日 

議案第６号 
富士吉田市立小中学校管理規則の一部を改正する規則に

ついて 
令和５年２月 21 日 
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【令和４年度 教育委員会議 報告事項一覧（令和４年４月～令和５年３月）】 

 

 

（２）令和４年度富士吉田市文化・教育・体育功労者表彰式 

市制祭記念式典において、富士吉田市の文化、教育、体育に著しく功績を残し

た方へ各功労者表彰を行いました。 

実施月日：令和４年７月 30 日(土) 

内  容：文化功労者１名、教育功労者３名、体育功労者５名 

 

 

（３）市立小中学校訪問 

教育委員会では、例年市立小中学校を訪問し、児童生徒の学校活動の様子、教

員の指導、学校施設などを視察しています。視察後は、学校側と意見交換を行い、

課題などは改善するよう助言など行っています。 

 

実施月日：令和４年７月 14 日（木） 

訪問学校：下吉田中学校、明見中学校、吉田中学校、富士見台中学校 

内  容：① 授業風景・学校内施設視察 

     ② 学校長との意見交換 

 

 

番号 報告内容 報告日 

報告第４号 

富士吉田市食物アレルギーを有する児童又は生徒及び富士

吉田市立学校以外の小中学校在学の児童又は生徒の給食費

等に対する補助金交付要綱の一部を改正する要綱について 
令和４年５月 26 日 

報告第５号 令和４年度富士吉田市立小中学校訪問の実施について 令和４年６月 28 日 

報告第６号 令和４年度富士吉田市教育委員会点検・評価について 令和４年８月 24 日 

報告第７号 令和４年度全国学力・学習調査の結果について 令和４年９月 30 日 

報告第１号 令和５年度基本方針及び主要事業について 令和５年２月 21 日 

報告第２号 令和５年度富士吉田市一般会計予算（教育費）について 令和５年３月 24 日 
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教育委員会事務局機構

歴史民俗博物館
ふじさんミュージアム

教育総務
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（分校含む）

中学校４校

生涯学習

スポーツ振興

青少年センター

富士五湖文化センター
市　民　会　館

歴史文化

学　　術

市民体育施設
（鐘山スポーツセンター等）

教育研修所推進

教育研修所管理

学校管理
教
　
育
　
長

教
育
委
員
会
事
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局

学校給食センター

管
理
本
部
教
育

教
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委
 

員
 

会

生涯学習課

学校教育課

教育研修所

図書館

歴史文化課
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<教育委員会委員名簿>               （令和５年９月１日現在） 

職    務 氏   名 職   業 就任年月日 

教 育 長 奥脇 義德 ― 令和３年６月１日 

教育長職務代理者 羽田 誠 自営業 令和３年11月１日 

委   員 清水 慶子 薬剤師 令和３年11月１日 

委   員 遠山 賢子 主 婦 令和４年10月６日 

委   員 渡邉 学 土地家屋調査士 令和２年12月26日 
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